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本日、令和3年2月臨時会を招集いたしましたところ、ご出席を

賜りありがとうございます。 
本臨時会でご審議いただきます議案件は、令和2年度一般会計補

正予算の専決処分など4件でありますが、提案理由の説明に先立ち

まして、諸般のご報告を申し上げます。 

まず、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備について

であります。 

新型コロナウイルスワクチンの接種については、ワクチンの供

給が可能となった場合に、速やかに市民に対し接種を行う必要が

あることから、本臨時会提案の補正予算成立後、健康子育て課内

に「新型コロナウイルスワクチン接種推進室」を設置いたします。 

この推進室においては、接種券発送のほか、相談や接種予約の

受付、関係機関との調整、人員や接種会場の確保、接種などの業

務を行い、迅速かつ円滑な接種が行われるよう取り組んでまいり

ます。 

次に、第 58 回なまはげ柴灯まつりについてであります。 

今月の 12 日から 14 日まで 3 日間の日程で、真山神社を会場に

なまはげ柴灯まつりを開催いたしますが、新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から、会場の受入れ人数を制限するとともに、

事前予約制で観客を募集しております。 
また、オガーレをサテライト会場としてイルミネーションやイ

ベント、花火などで観光客のお迎えをいたします。 
新型コロナウイルス感染の収束が中々見通せないところであり

ますが、市としましては、冬の一大観光イベントであるなまはげ

柴灯まつりを万全の感染対策を講じながら実施するなど、引き続

き観光誘客に努め、観光事業者の下支えを行ってまいります。 
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以上で諸般の報告を終わり、次に提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

まず、議案第 1 号は、令和 2 年 12 月定例会以降、除排雪に係る

予算措置について専決処分を行ったもので、その承認を求めるも

のであります。 
次に、議案第 2 号は、先月 7 日に発生した五里合地区農業集落排

水処理施設の落雷事故の復旧に係る予算措置について専決処分を行っ

たもので、その承認を求めるものであります。 

次に、議案第3号は、公金着服事件に係る損害賠償金のうち債務

未承認分の債権について、債務名義を取得するための立証が難し

く債権回収が困難であることから、権利を放棄するものでありま

す。 
次に、議案第4号は、除雪費、新型コロナウイルスワクチン接種

事業費、男鹿駅周辺整備事業費などを措置したもので、歳入歳出

それぞれ 1 億 2,690 万円を追加し、補正後の予算総額を 196 億

1,510 万円とするものであります。 

以上、提案理由についてご説明を申し上げましたが、よろしく

ご審議の上、ご承認、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 
 



 

 

 

 


